
小倉生健会の 1 年間の総括と、これから 1 年間の方針や役員

を決める大切な総会が 6月 23日に開催されました。 

＜速報！＞「クーラーの購入費と設置費用を 7 月 1日から認める」厚労省決定 

生活保護開始者と転居者が対象 

『健康で文化的な最低限度の生活』  放映 ８CH     

あなたも  考えてみませんか  
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柏木氏は小学生時代、手塚治虫の

『火の鳥』『アドルフに告ぐ』の影

響を受け、漫画家になることを志し

たといわれています。 

原作では「就労指導」、高校生の

バイトが「不正受給」に、親族に支

援を求める「扶養照会」や「アルコ

ール依存症」などをテーマに展開さ

れています。 

作者は徹底した取材とリアリティ

を追求した描写で「生活保護」とい 

うテーマに潜む奥深い問題点を

様々な角度から描き出しています。 

主人公が担当する 110世帯の生活

保護利用者は知れば知るほど奥深

い、それぞれの人生があった。 

描かれるのはお金、健康、仕事、

家族と誰にとっても身近なテーマ。 

出演は、主人公の新人ケースワー

カー（CW）吉岡里帆、CW指導係の井

浦新、生活保護利用者の遠藤憲一、

CWの上司田中圭ほか。 

 

＜小倉生健会６つの前進点＞ 

①会報が毎月発行されるようになり「役に立つ。保存してい

る。分かり安い」などの嬉しい反応が寄せられている。 

②班会議や合同班会議、学習会が多く開かれるようになり参

加者から「参加して良かった」との声があがっている。 

③市議会への陳情を毎議会行い、生活保護のしおりが大幅に

改善され、生活保護の決定通知も改善すると約束させた。 

④生健会の北九州市協議会として、市の保護課と直接交渉を

行い改善を求めた。 

⑤社保協などと一緒に保護課と交渉し「14 日以内に保護決

定」の通知を出させたり、「介護の改善」を約束させた。 

⑥交通事故の示談金 97万円全額を、自立更生費として活用で

きるようになるなど、多くの成果をあげた。 

7月 25日 13時半～ 生存権裁判 第 12回口

頭弁論 福岡地裁 

7 月 26 日 第 57 回生健会福岡県連大会  

古賀市中央公民館 

9月 9～11日 第 42回全生連大会 愛知県 

に熱中症対策が必要な人がいると福祉事務所が

判断した場合 

②一時扶助の家具什器費として上限 5 万円まで

のクーラー購入費と設置費用を別に認める 

③対象は 7 月 1 日以降に転居等をした場合と、

今年に限って、4月 1日以降に転居等をした者で

7月 1日現在クーラーを保有していない場合 

小倉生健会  第 11回総会 開きました 

   この 1年間、大きな前進！ 

開会挨拶で八記会長は、「こ

の一年間は一言でいえば、運

動が大きく前進し、小倉生健

会を広く知っていただくこと

ができた」と語り、６点につ

いて前進面を紹介しました。 

そして、国は、年金・医療・

介護・雇用など全てを改悪し

ている。その結果、生活保護

を利用せざるを得ない人が増

えている。それなのに生活保 

護バッシングを行い、保護費

の引き下げが繰り返されて

いる。 

生健会は、健康で文化的な

最低限度の生活を営む権利

を保障するよう政府や自治

体に求めるとともに、政府が

政策を転換しないなら、政府

を変えるために頑張る。その

ために力を合わせようと呼

びかけました。 

原作は柏木ハルコの「健康で文化的な最低限度の生活」小学館から連載中。

既刊 6巻で既に累計 50万円部を超えるヒットを記録をしています。 

「生活保護」のリアルな実態に踏み込みメディアのみならず、現役ケースワー

カーや医療、福祉の現場からも高い評価を受ける注目作。（番組 HPより） 

○写真上：総会前に弁当を囲みました 

○写真中左：来賓で会員の藤沢加代市議 

○同中：来賓の門司生健会波田千賀子会長 

○同右：総会議案書の表紙 

○写真下：左から田中副会長と八記会長 

生活保護開始者と転居者で熱中症予防が特に必要な場合、ク

ーラーを「一時扶助」で購入することを認めると、厚生労働省

が 6月 24日に通知しました。 

これまでは、クーラーの購入は保護費を貯金するか、社協か

らの借金しか認められていませんでした。 

通達では、次の場合認めるとしています。 

①転居や生活保護を開始したとき等に、クーラーがなく世帯内 


